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最低賃金

7　広報

豪華賞品

　GET!

食べて

     
集めて

対象飲食店等のスタンプを集めると、豪
● ● ● ●
華景品があたる

抽選会に参加できます！奮ってご参加ください。　

宮古島市では、イベントが減っている今、少しでも市民に
楽しんでもらえるよう「Go!5 フードラリー」を開催しています。

ぼくたちを集めてね♪
スタンプのある
お店はこちら↓

守ってね！最低賃金
自分の最低賃金、
ちゃんと
調べようね。

●沖縄県内の使用者は、これより低い賃金で労働者を使用することはできません。

沖 縄県の

※最低賃金に算入されない賃金
　①精皆勤手当、通勤手当及び家族手当②時間外・休日・深夜労働割増賃金　
※上記、地域別最低賃金以外にも産業別最低賃金として「新聞業 (835円 )」があります。
　詳しくは下記沖縄労働局及び宮古労働基準監督署へお尋ねください。

792円
地域別最低賃金

時間額

問  沖縄労働局 賃金室    ☎ 098-868-3421／  宮古労働基準監督署 ☎ 0980-72-2303
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投票日 ●投票できる方
平成 15年 1月 18日までに生まれた方 (満 18歳 )
令和 2年 10月 9日までに宮古島市に住民登録され、
　引き続き居住している方17

1 日

告示日
令和 3年１月 10日
登録基準日
令和 3年 1月 9日
 立候補予定者説明会
令和 2年 12月 16日 ( 水 ) 14 時～（宮古島市役所平良庁舎 6階会議室）

投票所名 投  票  所 期    間 時    間
期日前第１投票所 市役所平良庁舎１階ロビー 1/11( 月 ) ～ 1/16( 土 ) 8：30～ 20：00
期日前第２投票所 宮古島市城辺公民館

1/12( 火 ) ～ 1/15( 金 ) 9：00～ 17：00
期日前第３投票所 市役所伊良部庁舎

１階会議室
期日前第４投票所 市役所下地庁舎１階会議室
期日前第５投票所 市役所上野庁舎１階会議室

投　票　所 時    間 投  票  区  域
１ 平良第一小学校体育館

７：00～
20：00　

南西里１区、神屋、大三俵１区、上角、前比屋、大原１区、
出口、羽立、東、栄、富名腰１区・２区

２ 南小学校体育館 南西里２区、大三俵２区・３区、大原２区・３区、馬場、
腰原１区・２区

３ 市役所平良庁舎
１階ロビー

漲水、北西里、根間、下屋、仲屋、旭、高阿良、東川根１区、
仲保屋、保里１区、荷川取、下崎、成川

４ 東小学校体育館 保里２区、添道、厚生園、漲水学園、東川根２区・３区・４区
５ 久松地区公民館

7：00～
18：00　

久貝、松原
６ 七原コミュニティセンター 七原、地盛、山中、野原越、盛加、細竹
７ 宮原地区農村総合施設 宮原、高野
８ 西原地区公民館 福山、西原、大浦
９ 島尻地区
農村総合管理センター 島尻

10 狩俣集落センター 狩俣
11 池間公民館 池間、前里

12 大神島離島振興コミュニティーセンター
９：00～
16：00　 大神

13 国立療養所宮古南静園公会堂 ８：30～
17：00　 南静園

14 宮古島市城辺公民館会議室

７：00～
18：00　

福東、福中、福西、福北、福南、西東、仲原、加治道

15 西城小学校体育館 比嘉、長北、長間、長南、吉田、西西、西中
16 砂川中学校体育館 下北、下南、砂川、友利
17 新城公民館 保良、七又、吉野、新城、皆福
18 女性若者交流促進施設 伊良部、仲地、国仲、長浜、佐和田、サシバの里
19 前里添多目的共同施設 池間添、前里添
20 市役所下地庁舎１階会議室 与那覇、与那覇団地、上地、上地団地、県営下地団地、洲鎌、

入江、嘉手苅、高千穂、川満、川満団地
21 来間島離島振興総合管理センター 来間

22 市役所上野庁舎１階会議室
上野、名加山、宮国、大嶺、新里、高田、豊原、野原、
千代田、野原 (自衛隊 )

■ 期日前投票所

■ 投票区・投票所・投票時間

問  宮古島市選挙管理委員会　☎74-2215 / 74-2216

この通知は、来年 2月頃からの約 1年間に
裁判員に選ばれる可

・ ・ ・
能性がある方に送られ

るものです。送られてきた段階では、まだ
具体的な事件の裁判員候補者に選ばれたわ
けではありません。

■裁判員候補者名簿記載通知とは ■裁判員を辞退したい方
名簿記載通知と併せて調査票を送ります。調査票に
辞退したい事情を記入し、その内容が認められる場
合は裁判員候補者を辞退することができます。
※辞退の申出ができる時期に制限はありません。
※調査票の項目に当てはまらない場合は返送不要です。

●裁判員制度の詳しい内容はHPをご覧ください。
   裁判員制度ウェブサイト https://www.saibanin.courts.go.jp/

名簿記載通知裁判員制度

お問い合わせ  宮古島商工会議所    ☎ 75-4170

令和２年10月 3日発行


